
仕様書 

 

１ 案件名称 

「いくの食育・健康フェアポスター・チラシ」印刷業務請負 

 

２ 業務内容 

「いくの食育・健康フェアポスター・チラシ」作成にかかる印刷業務 

 

３ 履行方法 

（１）原稿 本市からのデータ原稿（Word・Excel・PDF・JPEGのいずれかに

よる）を電子メールにより提供する 

 

（２）印刷 

     ア ポスター 

規格 

・紙質：コート紙 110kg以上 

・仕上がり寸法：日本工業規格 A列 3番 

・印刷方法：オフセット印刷 

・印刷内容：片面 4色刷り 

・部数：300部（100部ごとに間紙を挿入すること） 

 

     イ チラシ 

規格 

・紙質：コート紙 90kg以上 

・仕上がり寸法：日本工業規格 A列 4番 

・印刷方法：オフセット印刷 

・印刷内容：片面 4色刷り 

・部数：6,000部（50部ごとに間紙を挿入すること） 

 

（３）校正 

校正（文字・デザイン・色・最終）は２回程度行い、その際カラーカンプ

を２部作成すること。校正は責了とせず、校了まで行うこと。 

※本機本紙校正は不要。できるだけ完成品に近いものを提出すること。 

 

４ 納入場所 

    大阪市生野区役所 保健福祉課（２階 24番窓口 健康増進） 

 

 



５ 納入期限 

  令和 8年 6月 19日（金） 

 

６ 特記事項 

（１）見積書の提出にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期

間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上見積書を提出するも

のとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後の仕様

書の疑義は、本市の解釈によるものとする。 

（２）納入品の搬送等の諸費用は全て本契約に含むものとする。 

（３）納入日については、事前に担当課と協議のうえ決定すること。 

（４）納入に際しては建物及びそれに付随する設備等を損傷することのないよう、

十分な措置を講じること。万一、損傷を与えた場合は受注者において完全に

修復すること。 

（５）・大阪市グリーン調達方針 別表の(22)-2印刷の【判断の基準】を満たすも

のとし、【配慮事項】について十分配慮されていること。ただし、【判断の基

準】〈共通事項〉(1)の紙の関する部分は適用しないものとする。 

・契約後すみやかに別紙「資材確認票」を本市担当者へ提出すること。 

・納品時に別紙「資材確認票」、「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程に

おける環境配慮チェックリスト」を本市担当者へ提出すること。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html 

（６）成果物に係る使用権及び著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21

条から第 28条までに規定する権利をいう）は、当区に帰属するものとする。 

 

７ 担当 

生野区役所 保健福祉課（健康増進） 担当：西川・河野 

住所 大阪市生野区勝山南 3丁目 1番 19号 

（電話番号 06－6715－9882） 

  

http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html


 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



  



  



 


